
平
成
三
十
一
年
総
務
省
令
第
四
十
号

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
、
第

三
十
二
条
及
び
第
三
十
五
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
政
令
第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
世
帯
等
）

第
一
条
　
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
号
。
次
項
に
お
い

て
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
世
帯
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
世
帯
と
す
る
。

一
　
夫
、
妻
及
び
二
人
の
子
か
ら
な
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

二
　
借
家
に
居
住
す
る
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

三
　
収
入
の
な
い
世
帯
で
あ
る
こ
と
。

２
　
政
令
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
護
の
基
準
に
お
け
る
地

域
の
級
地
区
分
（
前
年
の
十
二
月
三
十
一
日
に
お
け
る
地
域
の
級
地
区
分
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
率
と
す
る
。

一
　
一
級
地
　
一
・
〇

二
　
二
級
地
　
〇
・
九

三
　
三
級
地
　
〇
・
八

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
の
算
定
）

第
一
条
の
二
　
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
各
市
町
村
の
区
域
内
に
存
す
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
四
条
及
び
附

則
第
三
条
に
お
い
て
「
私
有
林
人
工
林
の
面
積
」
と
い
う
。
）
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
農

林
省
令
第
三
十
九
号
）
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
私
有
林
か
つ
人
工
林
の
面
積
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
私
有
林
人
工
林
の
面
積
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
が
あ
っ
た
と
き

は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
に
係
る
区
域
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
を
関
係

市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し

て
総
務
大
臣
が
定
め
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
の
補
正
）

第
一
条
の
三
　
私
有
林
人
工
林
の
面
積
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

市
町
村
の
区
分

率

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
二
年
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
の
区
域
に
係
る

林
野
率
（
次
項
に
お
い
て
「
林
野
率
」
と
い
う
。
）
が
百
分
の
七
十
五
以
上
百
分
の
八
十
五
未
満
で
あ
る
も
の

一
・
三

林
野
率
が
百
分
の
八
十
五
以
上
で
あ
る
も
の

一
・
五

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
林
業
就
業
者
数
）

第
二
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
市
町
村
に

お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
は
、
国
勢
調
査
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
九
十
八
号
）
に
よ
り
調
査
し
た
令

和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
各
市
町
村
に
お
け
る
従
業
地
に
よ
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、

林
業
の
う
ち
林
業
の
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村

の
廃
置
分
合
が
あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
に
係
る
区
域
の
林

業
に
就
業
す
る
者
の
数
を
関
係
市
町
村
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
に
加
え
、
又
は
関
係
市
町
村
に
お
い

て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
　
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
官
報
で
公
示
さ
れ
た

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
各
都
道
府
県
に
お
い
て
林

業
に
就
業
す
る
者
の
数
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
各
都
道
府
県
に

お
け
る
従
業
地
に
よ
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
都
道
府
県
の
境
界
に
わ
た
っ
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
が

あ
っ
た
た
め
都
道
府
県
の
境
界
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
当
該
廃

置
分
合
に
係
る
区
域
の
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
を
関
係
都
道
府
県
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
に
加

え
、
又
は
関
係
都
道
府
県
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
林

業
に
就
業
す
る
者
の
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
の
人
口
）

第
三
条
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
人
口
は
、
国
勢
調
査
令
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
二

年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
人
口
の
確
定
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
人
口
の
確
定
数
が
官
報
で
公
示
さ
れ
た
後

に
お
い
て
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
七
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
都
道
府
県
知
事
が
当
該
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
人
口
を
告
示
し
た
と
き
は
、
そ
の

人
口
と
す
る
。

（
端
数
計
算
）

第
四
条
　
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
私
有
林
人
工
林
の
面
積
を
補
正
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り

補
正
さ
れ
た
後
の
数
に
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る
。

（
譲
与
す
べ
き
額
の
算
定
に
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
の
措
置
）

第
五
条
　
森
林
環
境
譲
与
税
を
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
譲
与
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
譲
与
額
の
算
定
に
錯
誤
が

あ
っ
た
た
め
、
譲
与
し
た
額
を
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
錯
誤
が
あ
っ
た
こ
と
を

発
見
し
た
日
以
後
に
到
来
す
る
譲
与
時
期
の
う
ち
総
務
大
臣
が
定
め
る
譲
与
時
期
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
又
は

都
道
府
県
に
譲
与
す
べ
き
額
に
当
該
錯
誤
に
係
る
額
を
加
算
し
、
又
は
当
該
譲
与
す
べ
き
額
か
ら
当
該
錯
誤
に
係

る
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
譲
与
時
期
に
お
い
て
各
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
譲
与
す
る
額
は
、
法
第

三
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
譲
与
時
期
に
譲
与
す
べ
き
額
か
ら
前
項
の
加
算
す
べ
き
額
を
減
額
し
、
及
び
こ
れ
に

同
項
の
減
額
す
べ
き
額
を
加
算
し
て
得
た
額
を
当
該
譲
与
時
期
に
譲
与
す
る
法
第
三
十
条
の
譲
与
額
と
し
て
算
定

し
た
各
市
町
村
及
び
都
道
府
県
に
譲
与
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
に
前
項
の
加
算
す
べ
き
額
を
加
算
し
、
又
は
当

該
譲
与
す
べ
き
額
に
相
当
す
る
額
か
ら
当
該
減
額
す
べ
き
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
元
年
度
分
の
森
林
環
境
譲
与
税
か
ら
適
用

す
る
。

（
法
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
林
野

庁
長
官
が
実
施
し
た
調
査
）

第
二
条
　
法
附
則
第
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
林
野
庁
長
官
が
実
施
し
た
調
査
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
調
査
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
森

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
森
林
計
画
を
た
て
る
た
め
に

林
野
庁
長
官
が
実
施
し
た
調
査
と
す
る
。

（
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
に
お
け
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
私
有
林
人
工
林
の
面
積
）

第
三
条
　
令
和
元
年
度
及
び
令
和
二
年
度
に
お
け
る
私
有
林
人
工
林
の
面
積
は
、
第
一
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
前
条
に
規
定
す
る
調
査
の
結
果
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
私
有
林
か
つ
人
工
林

の
面
積
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
私
有
林
人
工
林
面
積
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
私
有
林
人
工

林
面
積
が
公
表
さ
れ
た
後
に
お
い
て
市
町
村
の
廃
置
分
合
が
あ
っ
た
と
き
は
、
総
務
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
場
合

に
限
り
、
当
該
廃
置
分
合
に
係
る
区
域
の
私
有
林
人
工
林
面
積
を
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
面
積
に
加
え
、

又
は
関
係
市
町
村
の
私
有
林
人
工
林
面
積
か
ら
減
じ
た
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
私
有
林
人
工
林
面
積
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
福
島
県
南
相
馬
市
等
に
係
る
林
業
就
業
者
数
の
特
例
）

第
四
条
　
福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並

び
に
相
馬
郡
飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

近
の
国
勢

調
査
の
結
果
に
よ
る
当
該
市
町
村
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
は
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

1



ず
、
国
勢
調
査
令
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
当
該
市
町
村
に
お
け
る
従
業
地
に

よ
る
産
業
分
類
別
就
業
者
数
の
う
ち
Ａ
農
業
、
林
業
の
う
ち
林
業
の
数
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
林
業
就
業
者

数
」
と
い
う
。
）
に
、
同
令
に
よ
り
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
全
国
の
林
業
就
業
者
数
を
同

令
に
よ
り
調
査
し
た
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
全
国
の
林
業
就
業
者
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ

て
得
た
数
（
次
項
に
お
い
て
「
特
例
数
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
福
島
県
に
対
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
福
島
県
に
お
い
て
林
業
に
就
業
す
る
者
の
数
は
、
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
勢
調
査
令
に
よ

り
調
査
し
た
令
和
二
年
十
月
一
日
現
在
に
お
け
る
福
島
県
内
の
各
市
町
村
（
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
を
除
く
。
）

に
お
け
る
林
業
就
業
者
数
の
合
計
数
に
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
特
例
数
の
合
計
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

（
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
等
に
係
る
人
口
の
特
例
）

第
五
条
　
福
島
県
双
葉
郡
楢
葉
町
、
富
岡
町
、
川
内
村
、
大
熊
町
、
双
葉
町
、
浪
江
町
及
び
葛
尾
村
並
び
に
相
馬
郡

飯
舘
村
に
対
す
る
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

近
の
国
勢
調
査
の
結
果

に
よ
る
当
該
市
町
村
の
人
口
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る

当
該
市
町
村
の
人
口
の
確
定
数
に
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
を
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
に
お
い
て

同
法
に
基
づ
き
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
人
口
（
次
項
に
お

い
て
「
特
例
人
口
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
　
福
島
県
に
対
す
る
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ

る
福
島
県
の
人
口
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
二
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
福
島
県
内
の
各

市
町
村
（
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
を
除
く
。
）
の
人
口
の
確
定
数
の
合
計
数
に
前
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
特

例
人
口
の
合
計
数
を
加
え
た
数
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
七
月
一
三
日
総
務
省
令
第
六
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
二
の
規

定
は
、
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
森
林
環
境
譲
与
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年
度
分
ま
で
の
森
林
環
境

譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
第
七
項
」
を
「
第
十
条
第

二
十
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二
条
の
六
の
改
正
規
定
、
同
令
第
九
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同

条
第
八
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
、

同
条
第
九
項
、
第
十
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
十
二
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第
十
三
項
第
一
号
イ
中

「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
又
は
ハ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）
又
は

（
３
）
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第
十
六
項
第
一
号
イ
、
第
十
七
項
第
一
号
イ
、
第
十
八
項
及
び
第
二
十
項
第
一

号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第
三
十
四
項
の
表
第
八
項
第
二
号
の
項
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に

改
め
る
部
分
並
び
に
同
条
第
三
十
七
項
の
表
第
八
項
第
二
号
の
項
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に

改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
九
条
の
四
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二
項
第
一
号
イ
及
び

第
三
項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第
四
項
第
一
号
イ
中
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
表
の
ロ
又
は

ハ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
の
表
の
（
２
）
又
は
（
３
）
」
に
改
め
る
部
分
並
び
に
第
六
項
第
一

号
イ
、
第
七
項
第
一
号
イ
、
第
八
項
第
一
号
イ
、
第
十
四
項
第
一
号
イ
、
第
十
七
項
第
一
号
イ
及
び
第
十
八
項

第
一
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
十
五
条
の
九
の
改
正
規
定
（
同
条
第
五
項
第
一
号
イ
に
係
る
部

分
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
、
同
条
第
六
項
及
び
第
八
項
第
一

号
イ
に
係
る
部
分
、
同
条
第
十
二
項
の
表
第
五
項
第
二
号
の
項
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改

め
る
部
分
並
び
に
同
条
第
十
五
項
中
「
第
四
条
の
三
」
を
「
第
四
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令

第
十
五
条
の
十
一
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二
項
第
一
号
イ
、
第
三
項
第
一
号
イ
及
び
第
四

項
第
一
号
イ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
令
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第

二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
一
号
の
三
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
四
号

様
式
、
第
十
八
号
様
式
記
載
要
領
２
並
び
に
第
十
九
号
様
式
及
び
同
様
式
記
載
要
領
１
の
改
正
規
定
並
び
に
第

四
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
規
定
　
令
和
六
年
一
月
一
日
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